
かもつうんそ

にこれを認めていたのである。 Lffiむ、青1"111台ノ設備アノレ発駅

ニ委託ア リタ ノレ場合ニシテ作業上支障ナキトキニ|恨 リ之ニ応ス

ヘシ1。

3 昭和lの初期] 経済界もようやく安定化の傾向を示し， 巡

.í'i問問も しばらくの間小販を得たので今までほとんど顧みる余

絡がなかった小五ß送業界の刷新と ， 制度聞の技術とを図る必裂

が生じてきた。そしてこの両施策の突施によって国鉄は従来の

レールの上だけの輸送から ， 広く街頭への進出が可能となった

結来，名突ともに L戸口から戸口まで1 の愉送を図ることとな

ったのて、ある。その具体的措1rt として特別小口扱制度がある。

すなわち従米の急行使小口扱をより鉱充強化したうえ，これを

H召和 2 ・ 2 ・ 1 から笑施した。このときの改正のおもな特長をあげ

ると ① 無等級の突施とともに才政敏を廃止し， ~'ii jilli品・ 容

認日品を特定してそれに対し 5 制1羽もしくは 10 制治の運賃を定

めた ② 1'ì率の簡易化 ③ 小五ß送料金を含めた運賃の一本

化 @ 1民放純肱|の制限を改め最高霊i立を 200 Fi'とした ⑤ 

託送手統の簡易化 ⑤ 地方鉄道 ・ 軌道との省社巡貨の通算化

~;をあげることができる。

その後まもなく枇界的不況の膨響を受けわが国経済界も深刻

な不況におそわれ，これにより社会的不安をかもし出してきた

ので， 国の政策も社会政策的色彩を波厚にするにいたり ， 鉄道

の施策もその線にそって行うことになった。その現われとなっ

たのが， 11日和 5 年の大改正であった。すなわら ① メ ート ノレ

法の採用 ② 才絞扱の廃止 ③ 貨物等級の大改正すなわち

品類・品目の封片方11，荷造による等級の区7J1j，特別等級の新設，

滅ト γ扱の実施 @ トソ数の復活 ⑤ かつ大品に対する運

賃制i朽の引下げ ⑤ 航路巡貨の引下げ ⑦ 主lHì't傾表示制度

の新設等である。

そして笠昭和 6 ・ 5 初めて小口扱貨物の巡送にコ γテナーを試

用した。ついで 7 年には経済界の不況からくる間取引の細分化

から， 本 重盆i威ト γ制度を実施しH百和 12 ・ 10 までの間約H1î年

にわたり実施された。昭和 10 年ごろから図をあげて満州の開

発に力を注ぎつつあったが，この国策の線にそうべく国鉄の施

策もおのずから，その方向にむけられていった。当時行われた

貨物連送規ftlJt-òよび貨物等級のおもな改正はっきrの諸点であっ

た。 ① ~扱の新設，これは特別小口敏の政事J'と，その根本

的改善強化であった。 ② 小口扱の着払廃止③ 貨物等級

の改正 ④ 小口扱の集回日制度の廃止 ⑤ 秤f，J:制度の改正。

4 司r~および戦争中 かくて昭和112 年目撃事変のぼっ発

とともに戦H寺休制の強化から輸送力の鴻放に採り出し， さきに

小形貨車不足対策と して採り あけ'られた大形:l.'í:II工の重量減 ト γ

放は廃止され， ついでH百和 14 年にはコンテナーの使用も廃止さ

れた。

このようにして昭和 15 年の改正となったわけでーあるが， この

ときは主としてつぎのような点が考慮実施された ① ト γ扱

を廃止し貸切扱を車扱と改めた ② 小口扱を無等級とし賃率

修正を行った ③ 貨物等級の簡易化を図った ④ 小口扱お

よび事扱貨物の航路巡賃通算 ⑤ 秤量委託tI~l!立を一部改正し

途中駅てーの1'r-盆委託制度を廃止した ⑥ 貨車際記ト γ数の l

本化 ⑦事扱に獄加え制度の新設。

ついて‘翌昭和 1 6 年太平洋戦争が始まり1ì!It局はますます霊大

化し，輸送力の楠強は一刻もゆるがせにできなくなってきたの

で ， その対策として僧積巡送の災地を行った。 増積運送は当時

のひっ迫した輸送力を桶iJlilする目的としてとられた方策であっ

て， :l:'を 11工の燦言己ト γ数をこえて一定限度までFItílik:することを認

めた制度である。この制度が当時の不足せる輸送力士的強にいか

に大きな役'I~刊を卦とたしてきたかは当時の数字がこれをしめして

いるが，他|白l これがために:l.'UIIの損耗を早め，修理資材の不足

と杵| まって戦後氷らくその禍般を残したが， この制度はI1ß和

21 ・ 3 の改正によって廃止された。

ついで111'.和11 7 年事務の簡素化を主眼とする貨物運送制度の

一元化により ① 小荷物運送を貨物運送に統合し， これを小

荷物扱J:'í:物とい'j 1 扱樋別とした ② 小口扱と宅扱とを統合

し小口貨物の一元化を図った ③ 自動車貨物主ß送規則を貨物

運送規)'IIJI ドに統合した @ 訪負業務処理規程を制定し， 請負

業務の明確化を図った。

翌111'.和 1 8 年いよ v、よ戦局の重大化に伴ない筏度に不足をつ

げてきた輸送力の地強には，さきに特殊貨車のみに笑施した地

獄運送の全:l:~Ilïへの適用以外には残された策は少なく，ついに

これが全而的適用となった。これとともに品目の改訂および滅

トン数の修正を行った。

翌i昭和 19 年戦11寺陸巡非常休 jl~Jの進展に伴ない，海巡貨物の

陸運転嫁を余儀なくされたためこれに即応する休11却をととのえ

た。このときの改正のおもな点は ① 貨物等級を 11 等級か

ら 9 等級に改めた ② 小口敏貨物に対しすべて貨物運送状を

不必裂とすることにした。

ついで昭和 20 年滅ト γ制度の廃止とこれにも と づく等級の

改正が行われた。

5 終戦以後 長1t!Jにわたる戦争による極度の断伎と，戦災

により主主弊した施設をもって戦後の民生の安定と ， 戦災の復興

のための紛送が大きくおおいかぶさってきた。しかも戦後にお

ける怒性インフレの高進はますます国鉄経営を困難ならしめ，

相つく.巡賃値上げをもってしでも赤字を解消するにいたらず，

しかもこの 1M]における値上方式は， 技術的にいわゆるフラット ・

インクリーズ方式をとらざるを得なかったため，個々の品目に

ついてみるならば不均衡な点も生ずる ようになり，運賃値上げ

のつど各方市からその点をiJrtt く指摘されてきた。昭和 22 年の

改正において貨物運賃を一律に 20 割値上げするとともに，戦時

体制からの復元措低として小荷物扱貨物の荷物巡送制度への復

元と， j:'í: IIIÞ判償制度の廃止等を行った。なお 22 年には 3 月に

一律に 10 制， 同じく 7 月に 25 j出! と 2 固にわたる巡賃値上げを

行わざるを得なかった。

ついで昭和 23 ・ 7 国有鉄道巡賃法が制定され，問月 10 日には

貨物巡1"'1の一律 3.5 倍の引上げが行われた。翌昭和 24 ・ 4 占領

軍の示唆により部長L主義務の国鉄選元が行われ，小口扱貨物の配

達1&次制の災鎚i，高!t卸 111\載の IJ目始等を行い， 従米の巡賃料金の

予納制度を廃止し，後払扱に統合した。

昭和 25 . 1 早々 ー率に 8 剖の巡賃引上げを行 った。 111'.和125 ・ 3

代金引換制度を再開 7 月 25 t 積冷蔵事の 11lï 2 口扱を開始し
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昭和 26 ・ II には貨物巡貨の約 3 制値上を行った。

昭和 27 ・ 5 に 25 t または 30 t 絞有がい貨車について冷絞J!iを

除き l 車 2 口扱を開始， 9 月戦前における宅扱復活の要望にこ

たえ急行小口扱制度を新設した。朝鮮事変終結後における金融

引締めによるデフレ政策の進行により経済界一般に深刻な不況

を招来し，貨物五ß送の国においては，取引の制11分化からふたた

び小形貨車のさかんな袈望となって現われた。よって II 月小

形貨車不足対策として 15 t fj'(有がい貨車の 2 口敏を新設し，さ

らに翌 2S.1 1Ii.び重賞:滅ト γ制度を突施した。

終戦後 10 年を経過して各界の事情はほぼ戦前の姿に復帰す

ることができ，一部の産業においては戦前の生産立を上回る状

態となり， -1.ぶの安定を得るに至ったので，昭和 28 ・ 2 戦後最
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